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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地において、生地の全体にドット状の小柄が
散点状に編み込まれており、当該ドット状の小柄がナノファイバーで編成されていること
を特徴とする伸縮性生地。
【請求項２】
経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地において、生地の全体にドット状の小柄が
散点状に編み込まれており、当該ドット状の小柄がナノファイバーで編成されており、ド
ット状の小柄の分布密度が1.00-2.00ドット／ｃｍで、生地に対する占有面積率が40-70％
である特徴とする伸縮性生地。
【請求項３】
伸縮性生地がパワーネット編地である請求項１又は２記載の伸縮性生地。
【請求項４】
パワーネット編地の仕上がり密度がウエル35-43本／2.54ｃｍ、コース150-210本／2.54ｃ
ｍ、目付けが100-300ｇ／ｍ２である請求項３記載の伸縮性生地。
【請求項５】
パワーネット編地の仕上がり密度がウエル37-39本／2.54ｃｍ、コース165-174本／2.54ｃ
ｍ、目付けが160-170ｇ／ｍ２である請求項３記載の伸縮性生地。
【請求項６】
ドット状の小柄の分布密度が1.00-1.25ドット／ｃｍで、生地に対する占有面積率が43-46
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％である請求項１、３、４又は５のいずれかに記載の伸縮性生地。
【請求項７】
請求項１から６のいずれかに記載の伸縮性生地を着用者の体型補整箇所に裏当生地として
用いた補整用下着。
【請求項８】
請求項１から６のいずれかに記載の伸縮性生地を用いた繊維製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地に関するものであり、スベ
リにくく、ズレにくく、ぴったりフィットする特徴を有し、機能性インナーなどに使用し
て最適の伸縮性生地に関するものである。また、これを用いたファンデーションや、補整
下着、さらにはスポーツインナーなどのインナー類、また、ストッキング・靴下等を含め
た繊維製品全般に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　直径７００ナノメートル超ファインポリエステルナノファイバーとして「ナノフロント
」（登録商標）が知られている。長繊維構造で織り上げられた繊維表面のナノサイズの凸
凹が大きな摩擦力を発生するので、大きなグリップ力を発揮し、スベリにくく、ズレにく
く、ぴったりフィットするため、機能性インナーなどに最適とされている。
【０００３】
　近年、ボディスーツ、ブラジャー、キャミソール、ガードル、ショーツなどのファンデ
ーションにおいて体型補整機能を有する補整下着が人気を博している。脇下、腹部、ヒッ
プ、内大腿部などの皮下脂肪を寄せたり、持ち上げたりしてシェイプアップを図るもので
ある。
　このような補整下着において、スベリにくく、ズレにくく、ぴったりフィットするナノ
ファイバー繊維は好適な素材といえる。
【０００４】
　一方において、補整効果を発揮するための生地が着用中に肌からずれて補整機能が低下
するようなことがなく、着用開始時の体型を最後まで持続することができるブラジャー、
ガードル等の婦人下着を提案するものとして、補整機能を発揮するために使用される生地
の肌と接する面の所定個所、例えばブラジャーにあってはカップ布内面の外側に寄せた部
分又はカップ布内面の下半部あるいは脇布内面、ガードルにあってはヒップラインに沿っ
て縫着されるリフトアップ布の内面に、シリコンゴム、ポリウレタン樹脂等の滑り摩擦の
大きな軟性樹脂を点状（ドット状、水玉状、飛び石状を含む）、線状（鎖線状を含む）又
は面状に塗着してなることを特徴とする補正機能を高めた婦人下着が提供されている（特
許文献１）。
【０００５】
　これは、樹脂の摩擦性能を利用して着用中におけるずれを防止しようとするものである
が、軟性樹脂といえども、肌触りが悪く、また、透湿性を阻害するので好適な着用感が得
られない難点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第3085783号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明の目的とするところは、経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地であっ
て、スベリにくく、ズレにくく、ぴったりフィットする機能を有するとともに、着心地が
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良く、また、汗等の水分放湿性能を高めた伸縮性生地を提供するところにあり、さらに、
この生地を用いた機能性ファンデーションや、補整効果の高い補整下着、さらにはスポー
ツインナーなどのインナー類、また、ストッキング・靴下等を含めた繊維製品を提供する
ところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的達成のため、この発明においては、経編のラッセル編で編成されている伸縮性
生地において、生地の全体にドット状の小柄が散点状に編み込まれており、当該ドット状
の小柄がナノファイバーで編成されていることを特徴としている。
【０００９】
　すなわち、経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地全体をナノファイバーで編成
することも考えられるが、摩擦抵抗力が高く、大きなグリップ力を発揮し、スベリにくく
、ズレにくく、ぴったりフィットするなどの機能を達成するものであるが、機能性ファン
デーションや、補整効果の高い補整下着、さらにはスポーツインナーなどのインナー類な
どに使用した場合、皮下脂肪の拘束性が高く、身体の動きに応じた自由度が殆どなくなる
可能性があり、着用者にとって好ましい着心地が得られない。また、透湿性・通気性の点
においても十分とはいえず、この点においても着用者にとって満足感が得られないもので
ある。
【００１０】
　しかるに経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地の全体にドット状の小柄を散点
状に編み込んだ構成とし、当該ドット状の小柄をナノファイバーで編成する構成とすれば
、当該小柄の部分で好ましい摩擦抵抗力、グリップ力が得られ、スベリにくく、ズレにく
く、ぴったりフィットするなどの機能を達成し得るとともに、着用者の身体の動きに対し
て適度な自由度も発揮するので、着心地も良く、また、透湿性・通気性の点においても当
該ドット状小柄の存在により適度な透湿性、通気性が得られ着用者にとって着心地の良い
補整下着、インナー類その他の繊維製品を提供し得るものである。
【００１１】
伸縮性生地としてはプレーンパワーネット、サテンパワーネット、ツーウェイラッセル、
トリスキン（登録商標）等のパワーネット編地、ハーフネット、チュールネット、トリコ
ネットなどが弾力性、収縮性、着用感などにおいて最適である。
パワーネット編地の仕上がり密度としては、ウエル３５‐４３本／２．５４ｃｍ、コース
１５０‐２１０本／２．５４ｃｍ、目付けが１００‐３００ｇ／ｍ２程度が望ましく、好
ましい範囲としてはウエル３７‐３９本／２．５４ｃｍ、コース１６５‐１７４本／２．
５４ｃｍ、目付け１６０‐１７０ｇ／ｍ２程度であるが、繊維製品に応じて、仕様を変更
しても良い。
　また、ドット状の小柄の分布密度は１．００‐１．２５ドット／ ｃ ｍで、生地に対す
る占有面積率が４３‐４６％程度が望ましいが、繊維製品に応じて、４０‐７０％の占有
面積率も採用可能である。
　ドット状の小柄とは、円形、楕円形、星形、その他の多角形あるいは花模様など各種の
形状が採用できる。
【００１２】
　上記のような伸縮性生地は、スベリにくく、ズレにくく、ぴったりフィットする機能に
すぐれ、身体の動きに応じた適度な自由度が得られるとともに、汗等の水分放湿性能にお
いても優れており、機能性ファンデーションや、補整効果の高い補整下着、さらにはスポ
ーツインナーなどのインナー類、また、ストッキング・靴下等を含めた繊維製品に応用で
きる。
【００１３】
　特に補整下着においては、着用者の体型補整箇所に裏当て生地として用いた場合、皮下
脂肪を寄せたり、持ち上げたりしてシェイプアップを図ることができ、補整後のずれが生
じ難く、皮下脂肪を補整後の箇所に定着させ、逃げたりすることがなく、補整効果を高め
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ることができるとともに、着用者にある程度の動きの自由度を与えるので着心地も良く、
また、通気性・透湿性も確保されているので、着用者にとって満足の行く補整下着を提供
し得るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明の伸縮性生地は、経編のラッセル編で編成されている伸縮性生地であって、生
地の全体にドット状の小柄が散点状に編み込まれており、当該ドット状の小柄がナノファ
イバーで編成したことを特徴とするものであるから、当該小柄の部分で好ましい摩擦抵抗
力、グリップ力が得られ、スベリにくく、ズレにくく、ぴったりフィットするなどの機能
を達成し得るとともに、適度な透湿性、通気性も得られる伸縮性生地を提供し得たのであ
る。
【００１５】
　従って、この生地を機能性ファンデーションや、補整下着、さらにはスポーツインナー
などのインナー類、また、ストッキング・靴下等を含めた繊維製品として用いた場合、そ
の伸縮性によってフィット感に優れ、適度な摩擦抵抗力、グリップ力によってスベリにく
く、ズレにくく、ぴったりフィットするなどの機能を達成することができるとともに、着
用者の身体の動きに対して適度な自由度も発揮するので、着心地も良く、また、透湿性・
通気性の点においても当該ドット状小柄の存在により適度な透湿性、通気性が得られ着用
者にとって着心地の良い補整下着、インナー類その他の繊維製品を提供し得るものである
。
【００１６】
　特に補整下着において、本発明に係る伸縮性生地を着用者の体型補整箇所に裏当て生地
として用いた場合、皮下脂肪を寄せたり、持ち上げたりしてシェイプアップを図ることが
でき、補整後のずれが生じ難く、皮下脂肪を補整後の箇所に定着させ、逃げたりすること
がなく、補整効果を高めることができるとともに、着用者の身体の動きに対して適度な自
由度も有するので着心地が良く、また、通気性、透湿性も得られるため着用感の良好な補
整下着を提供し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る伸縮性生地の平面図。
【図２】本発明に係る伸縮性生地をブラジャーの体型補整箇所に使用した状態を示すもの
で、内面側を示している。
【図３】同伸縮性生地をキャミソールに適用した状態を示すもので、（イ）は正面図、(
ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。
【図４】同伸縮性生地をボディスーツに適用した状態を示すもので、（イ）は正面図、(
ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。
【図５】同伸縮性生地をロングガードルに適用した状態を示すもので、（イ）は正面図、
(ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１において本発明に係る伸縮性生地の一例を示している。経編のラッセル編で編成し
たパワーネット編地であり、ナイロンとポリウレタン弾性繊維を交編した地組織１を有し
、生地全体に散点状に編み込まれた略円形のドット状の小柄２がナノファイバーで編成さ
れている編生地である。
　ドット状の小柄２をナノファイバーで編成する方法としては、ポリエステル系の海島型
複合繊維を用いて小柄２を編成し、アルカリ水溶液で海成分を溶解除去することにより小
柄２部分のフィラメント糸をナノファイバー化する公知の方法が採用可能である。
【００１９】
　パワーネット編地の仕上がり密度としては、ウエル３５‐４３本／２．５４ｃｍ、コー
ス１５０‐２１０本／２．５４ｃｍ、目付けが１００‐３００ｇ／ｍ２程度が望ましく、
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好ましい範囲としてはウエル３７‐３９本／２．５４ｃｍ、コース１６５‐１７４本／２
．５４ｃｍ、目付け１６０‐１７０ｇ／ｍ２程度であるが、繊維製品に応じて、仕様を変
更しても良い。
　また、ドット状の小柄の分布密度は１．００‐２．００ドット／ ｃｍ程度が望ましく
、好ましくは１．００‐１．２５ドット／ ｃｍ、生地に対する占有面積率が４０‐７０
％程度が望ましく、好ましくは４３‐４６％程度であるが、繊維製品に応じて仕様を変更
しても良い。
【００２０】
　本発明に係る伸縮性生地の摩擦抵抗力と他の生地の摩擦抵抗力との比較テストを行った
。
　パワーネット編地の全体にドット状の小柄が散点状に編み込まれ、このドット状の小柄
部分のフィラメント糸をナノファイバー化した本発明に係る伸縮性生地Ａと、編地全体が
ナノファイバー化され、ドット状の小柄が編みこまれていない伸縮性生地Ｂと、ドット状
の小柄が散点状に編み込まれているがナノファイバー化されていない伸縮性生地Ｃにおい
て摩擦抵抗力の比較テストを行った。
【００２１】
　比較テストには、定速伸長形試験機を使用し、試料を摩擦面（ポリプロピレンフィルム
）の上を滑らせて、乾燥時と湿潤時の摩擦抵抗力を測定した。試験条件は次の通りである
。
引張速度　50ｍｍ／min
試料サイズ　9.5cm×8.0ｃｍ
荷重　60ｇ（0.94g／cm2)
摩擦面：　ポリポロピレンフィルム
試料条件：　乾燥状態と湿潤状態（蒸留水により50％湿潤状態にする）
【００２２】
　試験の実施状況は次の通りである。
　計測生地を縦9.5cm、横8.0cmの大きさにカットし、摩擦面（測定面)が上になるように
して、大きさが縦9.5cm、横8.0cmのプラスチック板にピンと両面テープを用いて取り付け
る。これを試験試料とする。
【００２３】
　試験試料の短辺(8.0cm)の片側端中央に長さ約50cmのワイヤーを試験試料の短辺に対し
て垂直な方向に取り付ける。表面にポリプロピレンフィルムを貼り付けた合板の上に試験
試料を試験面が下になるようにセットする。荷重として、試験試料の上に大きさが縦8.0c
m、横8.0cm 、重さ60gの鉄板を置く。
【００２４】
　試験試料に取り付けたワイヤーの先端を合板上に設置した滑車に通し、次に定速　伸長
形引張試験機の可動部分に取り付け、引張試験機の可動部分を上昇させ、ワイヤーを上方
向へ引っ張る。滑車部分で上向きの力が横向きの力に変わり、試験試料がポリプロピレン
フィルム上を引っ張られるように動く。試験試料がワイヤーに引っ張られて動く時に生地
にかかる摩擦抵抗力を測定し、最大の抵抗力と最小の抵抗力の平均値を算出して測定結果
とした。
【００２５】
　試験結果は次の通りであった。
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【表１】

【００２６】
この結果から、編地全体がナノファイバー化された伸縮性編地Ｂは、摩擦抵抗がきわめて
高く、ドット状の小柄が散点状に編み込まれているがナノファイバー化されていない伸縮
性生地Ｃは、摩擦抵抗が劣っており、編地の全体にドット状の小柄が散点状に編み込まれ
、このドット状の小柄部分のフィラメント糸をナノファイバー化した本発明に係る伸縮性
生地Ａが、高すぎず、また不足しない適度の摩擦抵抗力を有していることが判明した。
【００２７】
　従って、本発明に係る伸縮性生地を機能性ファンデーションや、補整効果の高い補整下
着、さらにはスポーツインナーなどのインナー類、また、ストッキング・靴下等を含めた
繊維製品に用いた場合、スベリにくく、ズレにくく、ぴったりフィットする機能にすぐれ
るとともに、身体の動きに応じた適度な自由度が得られるため、着心地においても好まし
い繊維製品が得られる。
【００２８】
　また、ドット状の小柄を散点状に編み込むことによって、通気性・透湿性も改善され、
汗等の水分放湿性能において優れたものとなる。従って、補整下着の体型補整箇所に裏当
て生地として用いた場合、皮下脂肪を寄せたり、持ち上げたりしてシェイプアップを図る
ことができ、補整後のずれが生じ難く、皮下脂肪を補整後の箇所に定着させ、逃げたりす
ることがなく、補整効果を高めることができる。また、身体の動きに応じた適度な自由度
が得られるとともに透湿性にも優れているため、着用感の良好な補整下着を提供できるこ
とが判明した。
【００２９】
　なお、上記摩擦抵抗測定試験において使用した本発明に係る伸縮性生地の仕上がり密度
は、ウエル３５‐４３本／２．５４ｃｍ、コース１５０‐２１０本／２．５４ｃｍ、目付
けが１００‐３００ｇ／ｍ２程度の範囲内のものであり、ドット状の小柄の分布密度は１
．００‐２．００ドット／ ｃｍ、生地に対する占有面積率が４３‐４６％程度の範囲内
のものである。
【００３０】
　図２は、ブラジャーの体型補整箇所において本発明に係る伸縮性生地を裏当て生地とし
て使用した例を示すもので、内面側を示している。図面中ドット状の小柄２を有する部分
が本発明に係る裏当て生地である。
【００３１】
　脇部において、前脇裏３と後脇裏４においてドット状の小柄を有する本発明のパワーネ
ット生地を裏打することで、脇にぴったりとフィットし、脇から背中の皮下脂肪を寄せて
脇位置をキープ出来できるようにして、シェイプアップを図っている。カップ部５に設け
た裏当て生地はバージスラインにしっかりとフィットし、バスト全体を包み込み、リフト
アップをより効果的に達成している。
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【００３２】
　図３は、本発明に係る伸縮性生地をキャミソールに適用した状態を示すもので、（イ）
は正面図、(ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。ドッ
ト状の小柄２を有する部分が本発明に係る裏当て生地である。
【００３３】
　前身頃脇裏当て６、後身頃脇裏当て７、後下身頃脇裏当て８、後下身頃中央裏当て９部
分において本発明のパワーネット生地を裏打することで、体型の補整、シェイプアップを
図っている。適度な運動性を有しているので、高い補整機能を有しながら、着心地も満足
のいくものである。
【００３４】
　図４は、本発明に係る伸縮性生地をボディスーツに適用した状態を示すもので、（イ）
は正面図、(ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。同じ
く、ドット状の小柄２を有する部分が本発明に係る裏当て生地である。
【００３５】
　ブラジャーとショートガードルとウエストニッパーを一体化したもので、カップ部５、
前身頃脇裏当て６、後身頃脇裏当て７、ヒップライン裏当て１０として本発明の伸縮性生
地を使用している。これによって、バスト、背中、ヒップにおけるシェイプアップを達成
している。
【００３６】
　図５は、本発明に係る伸縮性生地をロングガードルに適用した状態を示すもので、（イ
）は正面図、(ロ）は側面図、（ハ）は背面図であり、それぞれ内面側を示している。同
じく、ドット状の小柄２を有する部分が本発明に係る裏当て生地である。
【００３７】
　ヒップ部裏当て１１はヒップを包み込むように裏当してしっかりとシェイプさせ、また
、内大腿部裏当て１２、ヒップ下裏当て１３によって脚部分をすっきりと補整している。
【００３８】
　このように、各種補整下着において、着用者の体型補整箇所に裏当て生地として用いた
場合、皮下脂肪を寄せたり、持ち上げたりしてシェイプアップを図ることができ、グリッ
プ力に優れるため補整後のずれが生じ難く、皮下脂肪を補整後の箇所に定着させ、逃げた
りすることがなく、補整効果を高めることができるものである。また、身体の動きに応じ
た適度な自由度が得られるとともに透湿性にも優れているため、着用感も良好な補整下着
を提供し得るものである。
【００３９】
　また、伸縮性生地が良好な補整機能を達成するものであるから、これまで補整機能に必
要とされていたコイルボーン仕様を極力減らすことができるので、アウターに副資材の形
状などが響きにくく、スッキリした外観を呈し得るものである。また、硬い素材が少ない
ことから着脱も容易であり、身体を傷つけるおそれもなく安全面でも優れている。
【００４０】
　上記実施の形態は、主として補整下着を例にとって説明したが、本発明に係る伸縮性生
地は、その他のファンデーションや、スポーツインナーなどのインナー類、また、ストッ
キング・靴下等を含めた繊維製品全般に応用できるのは勿論である。
【符号の説明】
【００４１】
１　地組織
２　ドット状小柄
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